
留学生オリエンテーション
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１．このオリエンテーションの目的
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１．このオリエンテーションの目的
（１） 新潟に到着後，すぐにすべきことを確認する。

①日本での生活に関するもの

②新潟大学で必要な手続き

（２） 日本で安心安全に生活を送るための知識を得る。

（３） 新潟大学での学習・研究や学生生活に必要な情報を得る。
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リンクから，関連ウェブページに移動し，詳細情報を確認できる。



２．新潟到着後にすぐにすること
～日本での生活に関すること～
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２－１．区役所での手続き
◼ 手続きの内容

（１）住所の届け出

（２）国民健康保険への加入

（３）国民年金への加入

◼ 新潟大学のサポート

（１）シャトルバス運行による，まとまっての手続き

区役所と各キャンパスの間で，シャトルバスを運行。手続きには，「留学生アシスタント」が同行し，

サポートする。

（２）区役所手続き書類の記入会

記入上の注意点を一緒に確認したのち，その場で書類を記入する。

不明点があれば，「留学生アシスタント」に質問できる。

●サポートの詳細：所属学部・研究科学務係からのお知らせを参照
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２－１．区役所での手続き
（１）住所の届出
◼ 住む場所が決まったら，新潟到着日から14日以内に，新しい住所を

届け出る。

◼ 引っ越しをする場合は，その時も，引っ越してから14日以内に区役所へ

新しい住所を届け出なければならないことに注意する。
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２－１．区役所での手続き
（２）国民健康保険への加入
◼ 全員，加入が必須。

◼ 後日郵送される「保険証」を病院へ持参すると，
自己負担が原則，３割で済む。

◼ 保険料と納付時期は，毎年郵便で通知。
期限までに支払うこと。

◼ 【私費留学生】条件を満たせば，保険料の助成*が
受けられる。

*助成のための申請ついては，留学交流推進課から通知。
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保険証の見本
新潟県HPより



２－１．区役所での手続き
（３）国民年金への加入
◼ 20歳以上の人は，加入が義務。２０歳に満たない人は，手続きは不要。

◼ 一定期間以上加入すると，障害を負った場合などに，年金を受け取ることができる。

◼ 申請すると支払いの免除・猶予を受けられる。

*入学前に手続きをする正規生は，まだ正規生としての身分がないので，まずは非正規生と同様に，
免除の手続きを行う。そして入学後学生証が交付されたら，速やかに学生証を持って自分で区役所
へ行き，今度は猶予手続きを行う。

◼ 免除や猶予申請の審査には２か月以上かかり，その後に審査結果が通知される。
審査期間中に「国民年金保険料納付書」が届いたら，支払いはせずに保管しておくこと。
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申請内容

非正規生（研究生・特別聴講学生など） 免除

正規生*（学部生・大学院生） 猶予



２－１．区役所での手続き

◼ 持ち物

① 在留カード（在留カードを持っていない人を除く）

② 学生証（正規生で，入学後に手続きに行く場合のみ）

③ 記入した書類一式
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２－２．キャンパス・周辺店舗の確認
◼ 所属学部・研究科の学務係

◼ 留学交流推進課

◼ 学生支援課２番窓口
（落とし物窓口）

◼ 保健管理センター

◼ 図書館

◼ 学生食堂

◼ 生協

◼ ローソン

◼ 郵便局

◼ スーパー等
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「留学生のためのガイドブック*」とキャンパスマップ（五十嵐・旭町）を参考にする。
*各宿舎等の入居開始時に配付予定。
所属学部・研究科の学務係または留学交流推進課でも受け取り可能。

留学生のためのガイドブック

https://www.niigata-u.ac.jp/university/map/ikarashi/
https://www.niigata-u.ac.jp/university/map/asahimachi/


３. 新潟到着後にすぐにすること
～新潟大学で必要な手続き～
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３－１．学務係で在留カードとパスポートの
確認を受ける（住所の届出後）
◼ 区役所で住所の届出をすると，在留カードの裏に住所が記載される。

◼ 在留カードとパスポートを所属学部・研究科の学務係へ持参し，
確認を受ける。
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ここに住所が記載される。見本



３－２．学研災・学研賠への加入
◼ 新潟大学の学生は，原則，両方への加入が必須。

●加入するための具体的な方法：「留学生のためのガイドブック」 参照
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保険名称 補償内容 対象

「学研災」（学生教育研究災害傷害保険） 自身のけが 教育研究活動中

「学研賠」（学研災付帯賠償責任保険） 他人に対する損害賠償責任 教育研究活動中

教育研究活動以外の時間については補償されない。



３－３．インバウンド付帯学総への加入
◼ 留学生にとって心強い，インバウンド付帯学総（外国人留学生向け
学研災付帯学生生活総合保険）

◼ メリット
✓ 学生自身の病気やケガ，インターンシップ中や自転車運転中の高額賠償事故など

を，24時間，365日幅広く補償する。

✓ 入院し，保護者が駆けつけた場合の救援用費用も補償。

●補償の詳しい内容や申し込み：所属学部・研究科の学務係へ問い合わせる
こと。
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新潟県では自転車保険の加入が義務。



３－４．学内無線LANシステムへの接続

◼ 接続前に，ウイルス対策ソフトをインストールする。
情報基盤センター ウイルス対策ソフトウェア製品サービス（学内限定）

◼ 接続手順
情報基盤センター 無線LANシステムの利用 接続方法（学内限定）

◼ ステッカーがある場所で利用できる。

◼ ルールを守って，安全に，快適に使用する。
情報基盤センター 留学生向けセキュリティ講習会（学内限定）

●詳しい設定方法：「留学生のためのガイドブック」 参照
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https://www.cais.niigata-u.ac.jp/gateway/antivirus/eset.html#download
https://www.cais.niigata-u.ac.jp/gateway/service/wireless/caiswlan.html
https://www.cais.niigata-u.ac.jp/gateway/security/seminar/itn.html


３－５．新潟大学Gmailの転送設定
◼ 大学からの情報を確認することは，学生自身の責任。

◼ メールアドレス*が与えられ，新潟大学Gmailを利用できる。
*メールアドレス：「（在籍番号）@mail.cc.niigata-u.ac.jp」

◼ 個人メールアドレスへ転送設定を行い，毎日確認する。

●手順：「留学生のためのガイドブック」参照

※入学日以降でないと，Gmailは利用できない。

※転送設定は，学内無線LANに接続しないと行えない。
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３－６．学外から学務情報システムにアクセスする
ための多要素認証
◼ 学外から学務情報システムにログインするためには，「Google 

Authenticator」（Google認証）というアプリケーションを利用して認証する
必要がある。

◼ 必ず事前にインストールをすること。

● インストール方法：「留学生のためのガイドブック」参照
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３－７．ANPICへの登録
◼ 地震などの自然災害時に，安否確認を行うためのシステム。

◼ 災害発生後に安否確認の通知を受信するため，事前準備を
行う。

（１）初期登録

（２）アプリのダウンロード・通知先の設定

●詳しい事前準備の方法：「留学生のためのガイドブック」 参照
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３－８．銀行口座の開設

◼ ６ヶ月を超える留学予定者や奨学金を受給する留学生は，銀行口座
を開設できる。

（１） 国費外国人留学生・学習奨励費を受け取る留学生

必ず，「ゆうちょ銀行」口座を開設。

（２） それ以外の留学生

第四北越銀行での口座開設を推奨。

ゆうちょ銀行は入国後6か月未満の留学生に関連する国内送金を「国際送金」として

取り扱うことから，新潟大学からの振込などが適切に処理されない可能性があるため。
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３－８．銀行口座の開設

◼ 新潟大学によるサポート（五十嵐キャンパスのみ）

（１） ゆうちょ銀行口座を開設する人向け
✓ 口座開設手続き会の開催

ゆうちょ銀行のスタッフがキャンパスへ来てくれる。困ったことがあれば，留学生アシスタントが

サポート。

（２） 第四北越銀行口座を開設する人向け
✓ 口座開設手続き会の開催

✓ 事前の口座開設書類の記入会

記入上の注意点を一緒に確認したのち，その場で書類を記入する。

不明点があれば，「留学生アシスタント」に質問できる。

●サポートの詳細：所属学部・研究科学務係からのお知らせを参照
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３－８．銀行口座の開設

◼ 口座開設手続き会に参加できない場合

（１） 事前に銀行へ電話をして，口座開設の予約を取る。

（２） 第四北越銀行の場合：留学交流推進課で必要書類の受領・提出を
行う。

（３） 口座開設ための申請書類を作成する。

（４） チューター等日本語のできる人と一緒に来店する。

●手順の詳細：「留学生のためのガイドブック」参照
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３－８．銀行口座の開設

◼ 注意点

✓区役所で住所を届け出た後でないと，口座は開設できない。

✓奨学金受給者は，口座開設手続き会に必ず出席し，初回の振込に間に合うよう
に口座を開設する。
通帳ができたら，速やかに所属学部・研究科の学務係へ写しを提出する。

✓通帳やキャッシュカードが自宅に配達された際，不在の場合は「不在連絡票」が
ポストに投函される。配達については，用紙に記入されている郵便局へ
問い合わせる。
日本郵政 不在連絡票の見方

✓使わなくなった口座を他人にあげたり，売ったりすることは犯罪。
帰国する時は必ず口座を解約する。
金融庁 日本でくらすための銀行口座や送金の使い方
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https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/lang/ja/pdf/Instruction/002.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/1.Japanese.pdf


３－９．スマートフォン
◼ 新潟大学生協が留学生を対象に，スマートフォン用SIMカード，Wi-Fiルーターの

レンタルや端末の購入を案内。
新潟大学生活協同組合 新潟大学留学生のみなさまへ

◼ 生協のサービスのメリット
（１）インターネットで申し込める

（２）コンビニエンスストアでの支払いが可能

（３）解約時の違約金なし

◼ 生協以外のサービスを利用することもできる。
ただし，店舗に行かなければならない，申し込み手続きに通帳が必要など，
手間がかかる場合があることに注意する。

◼ 電話番号を取得したら，速やかに所属学部・研究科の学務係に報告する。
学務情報システムにも登録する。
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https://www.univcoop.jp/nuc/info/info_134.html


３－１０．生活スタートアップ・チェックリスト

◼ 新潟到着後の生活をスムーズに開始できるよう，はじめにする
べき様々な手続き等をチェックリストにしたもの。

新潟大学 Orientation for International Students
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https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/orientation/


４. 日本で安心安全に生活するために
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４－１．在留資格と諸手続
（１）在留カード
◼ 在留カードは常に持ち歩く。

◼ 在留カードの情報が変わったら，すぐに学務係に確認を受ける。

✓在留許可期間更新が許可された

✓在留資格変更申請が許可された

✓資格外活動許可を取得した

✓住所を変更した など

◼ 帰国する時には，出国時に空港で返納する。
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４－１．在留資格と諸手続き
（２）在留期間の更新
◼ 在留期間満了の３か月前から申請可能。

自分で，東京出入国在留管理局新潟出張所に行って，申請を行う。

◼ 手続きせず在留期間を１日でも過ぎると，不法滞在となり，出国命令または強制
退去により出国しなければならない。新潟大学での学業は続けられない。

◼ 学業成績が良好でないと，更新が認められず，帰国しなければならない場合が
ある。

◼ 更新に必要な書類等は，留学交流推進課で配布している。

◼ 所属学部・研究科の学務係から発行を受ける書類があるので，少なくとも一週間
程度の余裕をもって依頼する。
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http://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html


４－１．在留資格と諸手続き
（３）資格外活動許可とアルバイト
◼ アルバイトを希望する時は，事前に東京出入国在留管理局新潟出張所に届けて許可を受けなけれ

ばならない。

◼ 原則，28時間/一週間（夏休みなどは1日8時間以内）のアルバイトが許可される。

◼ 学業に支障が出ない程度に働く。

◼ 風俗営業に関連する場所で働くことは禁止。

◼ 許可を得ていない，制限時間以上に働く，禁止された内容のアルバイトをする，などは「不法就労」
にあたり，強制退去になる場合がある。

◼ 在留期間を更新した場合，すでに取得している「資格外活動許可」は無効になるため，必要な場合
は再度申請を行う。

◼ 在籍期間が終わると，「資格外活動許可」を失う。

◼ 出入国在留管理庁 資格外活動許可について
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https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html


４－１．在留資格と諸手続
（４）東京出入国在留管理局新潟出張所
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住所 新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル

電話 025－275－4735

窓口受付時間 午前９：００～午後４：００ 最新情報はWebページで確認すること

新潟空港の隣のビル

新潟市HPより

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html


４－１．在留資格と諸手続
（５）一時出国
◼ 一時出国を決める前に，指導教員および所属の学務係に相談する。

◼ 一時出国をすることになったら，新潟大学が定める学内手続きを完了させる。
①必ず渡航の２週間前までに，「海外渡航計画書」及び「海外渡航前確認書」を所属学部・研究科
の学務係に提出する。

②保険・危機管理サービスなどについて，新潟大学のWebページ「渡航前の注意・諸手続き」から
確認し，手続きをする。

③出国時及び帰国時に，所属学部・研究科の学務係へメールで出国及び帰国について報告する。

◼ 出国する際，１年以内でかつ有効な在留期間内に再入国する場合は，原則
として「再入国許可」を受ける必要はない（みなし再入国許可）。ただし，有効
期限は出国の日から１年間または在留期限のどちらか先に到来する方である
ことに注意する。
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https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/safety/procedure/


４－１．在留資格と諸手続
（６）その他注意点
◼ 休学する場合
✓「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできない。「留学」に係る活動を
継続して3か月以上行っていないと，在留資格の取消しの対象になる。

✓帰国をするか，休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた
在留資格へ変更しなければならない。

✓休学中は，アルバイト（資格外活動）は認められない。

◼ 退学する場合
✓「留学」の在留期間が残っていても，帰国が必要。日本に滞在し続けたい場合は，
直ちに「留学」から適切な在留資格に変更する。在留資格「留学」のまま滞在する
ことは違法。
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４－２．防災
（１）新潟の災害

1964年6月16日 新潟地震

◼ マグニチュード7.5

◼ 死者11名，負傷者125名，住宅被害約20,000世帯，

浸水約12,000世帯
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４－２．防災
（１）新潟の災害
◼新潟地震の様子
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公益社団法人中越防災安全対策推進機構HPより

地割れ 橋の落下 津波



４－２．防災
（２）地震・津波への対応
◼ 地震の際の安全確保行動

◼ 揺れが止まったら，津波の可能性があるため，高台や避難ビルに直ちに避難する。

◼ キャンパスにいる場合は，キャンパスにとどまり，最寄りの建物のできるだけ高い

階に避難する。

◼ 気象庁からの津波情報をラジオやスマートフォンなどで確認する。

◼ 津波は，何回か繰り返し襲ってくる。津波警報・注意報が解除されるまで，避難を

続ける。
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４－２．防災
（３）Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
【弾道ミサイル情報】，【緊急地震速報】，【津波警報】など，対処に時間的余裕
のない事態に関する情報が，国から住民まで瞬時に伝達されるシステム。この
システムにより，緊急速報メールが着信音とともに対象エリア内の携帯電話に
配信される。

●特に，「弾道ミサイル発射」の情報が届いたときは，下記ページに記載の指示に従って身を
守る行動を取る。

内閣官房 「弾道ミサイル落下時の行動」

●緊急速報メールの詳細については，下記ページを確認する（ページ後段に各携帯電話会社
へのリンクがある）。

内閣官房 「Jアラートによる情報伝達に関するQ&A」
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https://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/index.html
https://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/nkjalertqa.html


４－２．防災
（４）水害への対応
◼ テレビ，ラジオ，エリアメール
などで伝達される行政の「警戒
レベル」や「避難情報」に注意する。

◼ 「警戒レベル４」・「避難指示」まで
に，必ず避難する。
「警戒レベル５」・「緊急安全確保」
は，すでに災害が発生している
状況。

◼ 川や崖に近づかない。

◼ 消防や警察等の指示に従う。
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新潟県HPより



４－２．防災
（５）防災のための備え
◼ 内閣府 外国人のための減災のポイント（やさしい日本語と多言語QRコード対応）

✓災害の情報を得るためのアプリやWEBサイト等

◼ 「シェイクアウト訓練」および「情報伝達訓練」 ・・・ 毎年，新潟地震が発生した６月に，

全学で行う地震対応訓練。安全確保行動とANPICによる安否確認を訓練する。

◼ 国際交流会館や学生寮では，火災などに備えて年１回消防訓練を実施。

◼ 全学的な休講措置 ・・・ 自然災害等により，授業の実施が不可能となった場合は，学務

情報システム，ホームページにより通知。

38

災害時に安否確認が届くこと，回答ができることを確認する大切なもの。
必ず回答すること。

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index.html


４－３．交通安全
◼ 自転車に乗る場合は，自転車保険に必ず加入する。

◼ 盗難防止のため，防犯登録をする。

◼ ヘルメットを着用する。

◼ 車道の左側を通行する。
新潟大学正門前の東西に延びる市道は，自転車の通行部分が青色で表示
されていて，自転車は歩道を通行できない。

◼ 安全ルールを守る。
✓飲酒運転・二人乗り・傘さし運転・並進等の禁止。

✓夜間は必ずライトを点灯する。

✓交差点での信号遵守と一時停止・安全確認。

✓スマートフォンを使用しながら，イヤホン等で音楽を聴きながら運転はしない。

◼ 冬季間の降雪・凍結時には自転車に乗らない。

◼ 駐輪場を使用し，施錠する。

◼ 他人の自転車を勝手に使うことは犯罪行為。
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グーグルマップより



４－４. ごみ・資源の分け方，出し方
◼ 指定のごみステーションを利用する。

◼ 新潟市のごみカレンダー*に従って，ごみ・資源を出す日と
時間を守る。

*住所により異なる。

◼ 「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」は市の指定のごみ袋に入れる。

◼ 「収集できませんでした，分別にご協力ください」という赤いシールが
貼られていたら，一度持ち帰り正しく分別し，決められた収集日に出す。

◼ 指定の袋に入らないごみ等は，「粗大ごみ受付センター」に事前に申し込み，取りに
来てもらう。

◼ 新潟市ごみ分別アプリ「さんあ～る」も活用する。

40

新潟市HPより

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomishigen/gomidasi/gomi_calemder/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomishigen/gomiappli.html


５. 新潟大学での学習・研究，大学生活の
ために必要なこと

41



５－１．学生証／身分証について
◼ 所属学部・研究科の学務係で受け取る。

◼ 「氏名」，「生年月日」，「所属」，身分証の場合は「在籍期間」も確認する。

◼ 「在籍番号」と「所属」は重要なため，正しく言えるように覚える。

◼ 在留カードと同様に，常に持ち歩く。

◼ 新潟大学を去る（帰国する）ときには，学務係へ返却する。
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５－２． 学務情報システム
◼ できること

✓履修登録

✓課題の提出

✓成績の確認

✓授業関連の連絡の確認

◼ ログイン画面

◼ マニュアル

◼ 必ず１日に１回は確認する。
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https://gakujo.iess.niigata-u.ac.jp/campusweb/campusportal.do?locale=ja_JP
https://www.niigata-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/2020/04/studentwebJ.pdf


５－３． 履修申請について
◼ 以下のウェブページで資料を確認し，履修申請の基本について理解する。

● 新潟大学 Orientation for International Students

✓履修許可申請の方法

✓申請期間

✓科目の追加や取り消し

✓日本語科目や国際共修科目のこと など
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https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/orientation/


５－４． 【私費留学生向け】授業料免除・徴収猶予

◼ 経済的理由により授業料の納付が困難で，学業優秀と認められる

学生などは，願い出て選ばれると，授業料の全額または一部が免除

されることがある。

◼ 授業料の納付猶予が認められることもある。

◼ 申請については，学務情報システムの「連絡通知」により通知。

◼ 各期（前期・後期）ごとの指定日に手続きをする。指定日以外の

申し込みは受け付けられない。

45



５－５． 【私費留学生向け】奨学金
◼ 新潟大学への入学後に申請できる奨学金*
*申請できる人：正規生，研究生（交換留学生は対象外）

（１） 新潟大学の推薦による奨学金
原則として年に１回，事前申請により各種奨学金の応募者を一度に募集し，優秀な
者から順次推薦する。

（２） 個別申請による奨学金
学生が自分で応募する。新潟大学の推薦は不要。

◼ 新潟大学 国際交流・留学 新着情報などにより通知。

◼ 奨学金に関する詳細は，まずWebページから情報収集する。

新潟大学 新潟大学への留学 奨学金
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https://www.niigata-u.ac.jp/international/news/
https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-japan/scholarship/


５－６．健康
（１）感染症
◼ 以下の感染症にかかった場合は，感染拡大防止のため，登校しない
（学校保健安全法による）。
新型コロナウイルス感染症，インフルエンザ，麻しん，風しん，水ぼうそう，おたふくかぜ，
咽頭結膜熱，百日咳，髄膜炎菌性髄膜炎，そのほかの感染

◼ 発熱，せき，発疹などの感染症特有の症状があれば，速やかに医療機関
に受診の相談をしてください。

◼ 上記の感染症と診断された場合
①学務係へ，速やかに電話やメール等で診断結果を報告する。

②保健管理センターの問診に答える。
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OUm2W-RWfEGy6WRV8vz8rilGs_zScGJEuU0ymHrOB3dUN1BaTjBINlJUS0RaUUgxRk04WjUxTk5SMiQlQCN0PWcu


５－６．健康
（１）感染症

◼ 登校できるのは，学校保健安全法により定められた期間を休み，症状が軽く
なってから。

✓新型コロナウイルス
発症日を０日として５日を経過し，かつ，症状が軽くなった後１日経つまでは登校しない。

✓インフルエンザ
発症日を０日として５日を経過し，かつ，熱が下がった後２日経つまでは登校しない。

● 問い合わせ先
✓保健管理センター Tel 025-262-6244
✓旭町分室 Tel 025-227-2040
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５－６．健康
（２）健康診断
◼ 年に１回，春に実施。

◼ 自分自身の健康を守るとともに，他人に移す可能性のある病気を
早期に発見する。

◼ 五十嵐キャンパスの健康診断は予約制。
予約は保健管理センターのWebページのバナーから
ログインして行う。

◼ 学生証・身分証を必ず持参する。

◼ 定期健康診断を受けていないと，就職・進学・実習・奨学金申請
などのために健康診断書が必要な時に，発行できない。

◼ 健康診断の日程については，掲示等により周知される。
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https://www.hac.niigata-u.ac.jp/


５－７．相談窓口
◼ 学習・生活

✓指導教員の先生
※わからない場合は学務係に確認

✓学生なんでも相談窓口

✓学生相談室

✓学生支援相談ルーム

✓所属の学部・研究科の学務係

◼ 健康

✓新潟大学保健管理センター

• 内科診察

• 精神面の相談

新潟大学 学生生活 健康・安全
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https://www.niigata-u.ac.jp/campus/life/consultation/window/
https://www.niigata-u.ac.jp/campus/life/consultation/staff/
https://www.iess.niigata-u.ac.jp/ssc/soudan.html
https://www.niigata-u.ac.jp/university/contact/campus-life/#02
https://www.hac.niigata-u.ac.jp/consultation.html
https://www.hac.niigata-u.ac.jp/consultation_body.html
https://www.hac.niigata-u.ac.jp/consultation_mind.html
https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-japan/life/health-safety/


５－８．その他の注意
（１）飲酒マナー
◼ 20歳未満の飲酒は，法律で禁止されている。

◼ 急性アルコール中毒で死に至ることがある。飲酒は適量を，時間をかけて飲む。

◼ 飲酒したら，自動車はもちろん，自動二輪車や自転車も絶対に運転しない。

（２）セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
◼ 相手の望まない性的な言動のこと

例：一方的に好意を寄せ，大量にメールを送ったり，声をかける。 食事やデートにしつこく誘う。

◼ セクハラにあたるかどうかは，その行為を受けた人が不快に感じたかどうかによって決まる。

◼ セクハラだと感じたら，相手に言葉と態度で自分の意思を伝える。

◼ もし「ノー」と言えない場合は，誰かに相談するか，大学のハラスメント相談員に相談する。

✓ハラスメント相談員:                                                                                                                            
学務情報システムにログインし、「ダウンロード」アイコンをクリックすると，「ハラスメント相談員名簿」が
確認できる。
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５－８．その他の注意
（３）迷惑行為

◼ 大学へ複数の苦情が寄せられている。

✓道幅の狭い道路での交通マナー：自転車がスピードを出して走行したり，歩行者が広がって
歩いたりする

✓深夜の騒音：公園で大声を出しながらサッカーをしている

◼ 自分が良ければよいという考えではなく，住んでいる方全てが快適な環境で生活できるよう，

思いやりをもって行動すること。

（４）サークルを装う宗教・政治団体

◼ サークル等を装う宗教団体など，大学周辺でカルト的な団体が勧誘活動を行っている。

◼ 怪しい団体から勧誘を受け，少しでもおかしいと思ったら断わる。また，学生相談窓口や

学務係・留学交流推進課に相談する。
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５－９．非常時の電話連絡

平日の午前８：３０から午後５：１５の間には，以下にも電話。

（１）指導教員（電話番号を確認すること。）

（２）所属学部・研究科の学務係

国際センター所属の場合は留学交流推進課 025-262-7333

（３）国際センター長 080-2169-8244
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事件・事故 警察 １１０
救急車・火災 消防 １１９

https://www.niigata-u.ac.jp/university/contact/campus-life/#02


５－１０． サークル・部活動について
◼ １００を超えるサークルと部活動

◼ 勉強以外の学生生活の楽しみや，仲間をつくるよいきっかけになる。

◼ 活動の目的・内容を十分に理解して参加することが大切。

◼ 新潟大学 サークル・課外活動 サークル紹介
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運動系 文化系

音楽・ダンス系 ボランティア系

その他

https://www.niigata-u.ac.jp/campus/activity/circle/


５－１１． 小中高校への国際理解教育ボランティア

◼ 近隣の小学校，中学校，高等学校から依頼を受けて，国際理解講座や
英語の授業等に参加する。

◼ 活動例
小学校の「国際フェスティバル」に参加し，出身国について紹介したり，児童と一緒
にダンスをしたりする。

◼ 地域の小中高生と交流したり，日本への理解を深める貴重な機会。

◼ 募集時には，留学交流推進課からメールで案内される。
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５－１２．Webページ「新潟大学への留学」

◼ 留学生のための情報を
掲載している。

◼ どのような情報が掲載されて
いるか，必ず一度確認すること。

新潟大学
国際交流・留学 新潟大学への留学
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https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-japan/
https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-japan/


視聴確認（必ず回答してください）
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以下のURL（あるいはQRコード）から視聴確認を行います。

必ず，回答してください。

回答URL

https://forms.office.com/r/6wptWcPW6q

https://forms.office.com/r/6wptWcPW6q
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